
去
る
５
月
25

日(

水)

に
市
川
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ

ル
に
お
い
て
、
「
令
和

４
年
度
第
10

回
通
常
総

会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。建

川
副
会
長
の
司
会

よ
り
（
正
会
員
数
２
８

０
７
名
の
う
ち
、
出
席

者
20

名
、
委
任
状
２
０

７
２
、
合
計
２
０
９
２

と
な
り
過
半
数
に
達
し

た
）
総
会
が
成
立
し
た

旨
の
発
表
後
、
齋
藤
副

会
長
の
開
会
の
辞
に
始

ま
り
、
石
井
菊
治
郎
会

長
の
挨
拶
が
あ
り
、
定

款
の
規
定
に
基
づ
き
、

会
長
が
議
長
席
に
着
き
、

前
号
の
会
報
と
一
緒
に

総
会
の
資
料
（
定
時
総

会
議
案
書
）
を
送
付
し

た
こ
と
で
、
議
事
も
ス

ム
ー
ズ
に
進
行
し
、
全

議
案
が
原
案
通
り
可
決

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

議
事
終
了
後
は
、
ご

来
賓
と
し
て
市
川
税
務

署
長
宮
川
晃
一
様
よ
り

ご
祝
辞
を
賜
り
、
齋
藤

副
会
長
の
閉
会
の
辞
を

も
っ
て
総
会
は
滞
り
な

く
終
了
し
ま
し
た
。

総
会
開
催
に
あ
た
り

委
任
状
提
出
に
ご
協
力

い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

な
お
、
報
告
事
項
の
令

和
４
年
度
収
支
予
算
書
に

修
正
が
あ
り
ま
し
た
。
修

正
し
た
も
の
を
今
回
の
会

報
に
同
封
し
ま
し
た
の
で
、

差
し
替
え
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
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Blue Infor-

mation Guide

第
10

回
通
常
総
会

令
和
４
年
度

石
井
菊
治
郎
会
長
の
挨
拶

個人事業税は、前年の事業所得が２９０万円を超

える方に課税されます。

個人事業税の納付には、電気・ガス・水道等の公

共料金と同じように、口座振替を利用されると便利

です。

他にも、金融機関、コンビニエンスストア、電子

マネー（Paypay、Line Pay）、「モバイルレジ」ア

プリ、インターネットを利用したクレジットカード

による納付も可能です。

※口座振替のお申込方法は、各金融機関または青色

申告会事務局の窓口等に備え付けの『預金振替依頼

書』ハガキに必要事項を記入し、郵便ポストに投函

するだけです。

※令和４年度の個人事業税の納期限は、

第１期 ８月３１日（水）

第２期 １１月３０日（水）です。

■船橋県税事務所

０４７（４３３）１２７５

個人事業税の納付は便利な口座振替で！

祝
辞
を
述
べ
る

市
川
税
務
署
長

宮
川
晃
一

様

毎回ご好評いただいております(公
社)市川法人会との共催「パソコン
セミナー(エクセル初心者コース)」
と「第２回簿記講座(中級者コース)」
を行います。「パソコンセミナー
(エクセル初心者コース)」は学校方
式ではなく、パソコンに入っている
動画の教材で自分のペースで学習で
きます！バージョンはOffice2019
になります。「第２回簿記講座(中
級者コース)」の講師は税理士先生
です。講座日程等の
詳細は、同封のご案
内等をご覧ください。

パソコンセミナー＆
簿記講座のお知らせ



１. 説明会の開催日時等
9：30～ 11：15～ 14：00～ 15：15～
 10：45  12：00  14：45  16：30

7/14(木)～7/28(木) 7月29日(金) 課税事業者 免税事業者

8/9(火)～8/23(火) 8月24日(水) 課税事業者 免税事業者

8/30(火)～9/13(火) 9月14日(水) 課税事業者 免税事業者 免税事業者 課税事業者

9/27(火)～10/11(火) 10月12日(水) 課税事業者 免税事業者 免税事業者 課税事業者

※課税事業者は、登録申請作業を含みます。
※免税事業者は、消費税の概要を含みます。

２. 実施方法について（全講座共通）
 (1) 会場 （公社）市川青色申告会会館
 (2) 定員 20名程度
 (3) 予約方法

 市川税務署個人課税第１部門（047‑335‑4101・内線315・平日8：30～17：00）
で受付ます。申込受付期間内にお申込み下さい。

※ 本説明会は、市川税務署との共催です
※ 11月以降は日程調整中です。

 令和５年10月１日から『適格請求書等保存方式（インボイス制度）』が導入されます。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができま
す（令和５年10月１日から登録を受けるためには原則として、令和５年３月31日までに登
録申請書を提出する必要があります）。 登録事業者になろうとする事業者の方は『適格請
求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)』の提出が必要です。『インボイス制度』は全事
業者対象です（売上1000万円以下の免税事業者も対象となる可能性があります）。この機
会に是非ご参加ください。事前予約になります（各講座定員20名程度）。

申込受付期間 開催日
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事前予約制による

『インボイス制度の説明会』
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ブルーリターンＡをお使いの皆様へ
「ブルーリターンＡ」の利用者は、ソフトの購入時に購入の翌年分から３年

間の保守契約を株式会社ゼンアオイロと締結しています。「ブルーリターンＡ」

の利用を継続する場合は、保守契約に同意のうえ３年間の保守契約を終える年

の８月中に、市川青色申告会を通じて保守契約料（３年分）をお支払いいただ

く必要があります。

なお、本年の保守契約更新対象者は、下記の表の方です。保守契約更新対象

の方には、８月上旬に「保守契約更新案内状」および「保守契約書」等を送付

しますので、保守契約書の内容に同意していただいたうえで保守契約更新料を

お振込み下さい。

※保守契約終了後の契約復活は承ることができ

ません。「ブルーリターンＡ」を新規購入して

いただくこととなりますのでご留意ください。

移動研修旅行について
毎年９月に行われていた移動研修旅行ですが、
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、皆様
の安全確保の観点から、中止することにいたし
ました。ご参加いただいている会員の皆様には
ご迷惑お掛けいたしますが、ご理解ご協力頂き
ますよう、宜しくお願い致します。

厚生事業委員会

源泉所得税納付期限は

７月1１日まで
給与を支払っている事業所（専従者給与も

含む）で、６か月毎の納期の特例適用を受け

ている場合は、１月～６月までの源泉所得税

の徴収分を、７月１１日(月)ま

でに納付することになっています。専従者給

与のみの方や、源泉所得税がない場合(０円)

でも税務署に納付書の提出が必要です。

【持参するもの】

・令和４年分の給与台帳（一人別徴収簿など）

・納付書

・昨年の給与書類

《令和３年分給与台帳(源泉徴収簿)、

納付書の控えなど》

※初めて「源泉所得税」を納める方など、不

明な点がある方は、早めにご来所してくだ

さい。ご来所の際は事前電話連絡をお願い

します。
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下記日程にて、記帳相談会を行います。出張での記帳相談は『予約制』です。必ず電話予

約をしてからお越しください(047-333-0111)。予約がされていないと対応できない場合もございます。ご相

談の際には必ず「会員証」をご提示ください。

※12時から13時までは休憩時間となります。

※相談会場ではパソコンの台数に限りがありますので、ノート型パソコンの方は出来るだけはご持参下さい。

※下記の日程に都合がつかない方は、八幡事務局においで下さいます様、お願い致します。

今年も９月から記帳確認

月間を予定しています。日々

の記帳の点検と決算・申告

の準備を目的とした確認作

業になります。決算を円滑

に進めるために、ご協力をお願いします。会計ソフトをご

利用の方は入力を進めて、必ず記帳確認におこしください。

また、まだ翌年への繰越(2022年)をされていない方も、こ

の時期においでいただきますようお願いします。

記帳は進んで
いますか？

記 帳 相 談 会 （ 行 徳 ・ 浦 安 ） の お 知 ら せ

【予約制】
行徳文化ホールＩ＆Ｉ
【所在地：市川市末広１-１-４８】
（行徳公民館ではありませんので、ご注意ください）

７月8日(金) １３時～１６時 会議室１
※８月の記帳相談会はありません

※９月以降の日程は決まり次第、ホームページ等でお知

らせいたします。

中央公民館【予約制】
【所在地：浦安市猫実4-18-1】
※８月の記帳相談会はありません

７月 ４日(月) １０～１５時 第３会議室

９月２１日(水) １０～１５時 第１会議室

１０月 ７日(金) １０～１５時 第１会議室

１１月１７日(木) １０～１５時 第１会議室

１２月１５日(木) １０～１５時 第１会議室

夏季休業のお知らせ
8/11(木･山の日)～16(火)までです。

暑さ厳しくなりますので、
水分補給を心がけ、お身体に気をつけて下さい。

《事務局からのお知らせ》
●新型コロナウイルス感染症の影響により、今後休業および業務時間等の変更がある場合がございます。新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止対策の為、ご来所の際は事前にお電話をお願いいたします。(047-333-0111)。

その際、混雑している場合はご来所をお断りする場合もございます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

●土曜日の相談対応について、11月までは『事前予約制』とさせて頂きます。予約のないご相談には対応できな

い場合があります。※土曜日の予約枠は「９時」「10時」「11時」の３枠となります。(予約時間 第2・4土曜

日9～11時)

●第10回通常総会において、報告事項の令和４年度収支予算書に修正がありました。今回の会報に修正したもの

を同封しておりますのでお手許の総会資料と差し替えをお願いいたします。

日常生活賠償特約が加わります
被保険者の日常生活に起因する偶然な事故(自転車事故等)
で、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害
(保険金支払い対象となるもの)に利用できます。
●自転車を運転中に人をはねた
●住宅の水漏れで階下の部屋に漏水事故を起こした 等

制 度 の 特 長

入院･通院１日目から補償！

毎月の掛金(保険料)

(１口あたり)

月額換算１,２５０円

●掛金(保険料)は年令に関わりなく同額
です。
●日帰り手術も補償します。
●火災時のお見舞金も補償します。
●団体割引適用で手頃な掛金(保険料)
●毎日の生活を24時間補償します。(国内
･国外を問わず）

●仕事中･スポーツ中など、毎日の生活を
補償します。《お問い合わせ先》市川青色申告会 047-333-0111


